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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品を内蔵する部品内蔵基板に形成される配線の電気的な検査を行う基板検査装置
と、該部品内蔵基板を電気的に接続するための検査用治具であって、
　前記基板の配線上に設定される複数の検査点に一方端が当接されるとともに電気的に接
続される複数の棒状の接触子と、
　前記接触子の他方端と当接するとともに電気的に接続される電極部を複数有する電極体
と、
　前記複数の接触子の一方端を夫々の所定の検査点に案内し、他方端を夫々の所定の電極
部へ案内する保持体と、
　前記複数の電極部と電気的に夫々接続される複数の配線部と、
　前記配線部の他端と電気的に接続されるとともに前記基板検査装置と電気的に接続され
る接続部を複数有する接続体を有し、
　前記複数の接触子は、
　　前記電子部品を含む配線の一端が検査点と当接する第一の接触子と、
　　該配線の他端が検査点と当接する第二の接触子と、
を含み、
　前記第一の接触子に前記電極部を介して電気的に接続される前記配線部と、前記第二の
接触子に前記電極部を介して電気的に接続される前記配線部とが、電圧クランプ部により
電気的に接続されることを特徴とする検査用治具。
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【請求項２】
　前記検査用治具は、前記電圧クランプ部と前記保持体が配置される土台部を有すること
を特徴とする請求項１記載の検査用治具。
【請求項３】
　前記電圧クランプ部は、定電圧ダイオードであることを特徴とする請求項１又は２に記
載の検査用治具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線パターンが形成されるとともに電子部品が内蔵される基板と、この基板
を検査する基板検査装置とを電気的に接続する検査用治具に関し、より詳しくは、基板に
内蔵される電子部品の過電圧による破壊を防止する検査用治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コンデンサ及び抵抗等の電子部品を内蔵した部品内蔵基板（エンベデッド基板と
も言われる）の普及が始まりつつあり、部品内蔵基板内に内蔵された電子部品に対する検
査方法の確立が早急に求められている。部品内蔵基板自体が新しいものであるため、その
検査方法についても従来技術と呼べるような既存の技術が存在しないのが実状である。そ
こで、部品内蔵基板についての検査方法について開示のある先行文献として、例えば、特
許文献１を例示することができる。
【０００３】
　この特許文献１に開示される先行技術文献では、部品内蔵基板を検査する場合であって
も、低コストで且つ短時間で部品内蔵基板の検査を実施することを目的として、４つの周
波数の検査信号を用いる基板検査装置を設けることによって、検査を実現している。
【０００４】
　このような基板検査方法では、通常、基板へ検査を実施するための入力信号を供給する
ことができるとともに、この入力信号に応じた出力信号を受信して、この出力信号を基に
、基板の良品／不良品を判定することができる基板検査装置が用いられる。また、この基
板検査装置と検査対象の基板を電気的に接続するための検査用治具が用いられることにな
る。また、このような基板検査装置は、基板に応じてカスタマイズされるものではなく、
上記の如き電気信号の入出力や信号処理ができる汎用的な機能を有するのみであり、検査
用治具が基板の種類に応じてカスタマイズされて用いられることになる。なお、実際の検
査では、基板検査装置に検査手順や検査条件が記憶されており、この記憶された手順や条
件に従って、検査が実行されることになる。
【０００５】
　しかしながら、上記の如き従前の検査方法では、部品内蔵基板のように電子部品が内蔵
される基板を検査する場合には、電子部品を破壊しないように予め電子部品が接続される
配線に応じた検査電圧が設定されている。このため、電子部品が配置される配線と、電子
部品が配置されない配線とでは、検査電圧が相違していることになる。
　このような場合に、基板検査装置に記憶される検査条件が間違って記憶されていたとす
ると、基板の検査が実行される毎に電子部品が破壊されるという問題を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－３０９８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、電子部品が内蔵される基板を検査
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する場合に、基板検査装置に設定される検査条件等に影響されることなく、基板に内蔵さ
れる電子部品の過電圧による破壊を防止する検査用治具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明は、電子部品を内蔵する部品内蔵基板に形成される配線の電気的な
検査を行う基板検査装置と、該部品内蔵基板を電気的に接続するための検査用治具であっ
て、前記基板の配線上に設定される複数の検査点に一方端が当接されるとともに電気的に
接続される複数の棒状の接触子と、前記接触子の他方端と当接するとともに電気的に接続
される電極部を複数有する電極体と、前記複数の接触子の一方端を夫々の所定の検査点に
案内し、他方端を夫々の所定の電極部へ案内する保持体と、前記複数の電極部と電気的に
夫々接続される複数の配線部と、前記配線部の他端と電気的に接続されるとともに前記基
板検査装置と電気的に接続される接続部を複数有する接続体を有し、前記複数の接触子は
、前記電子部品を含む配線の一端が検査点と当接する第一の接触子と、該配線の他端が検
査点と当接する第二の接触子と、を含み、前記第一の接触子に前記電極部を介して電気的
に接続される前記配線部と、前記第二の接触子に前記電極部を介して電気的に接続される
前記配線部とが、電圧クランプ部により電気的に接続されることを特徴とする検査用治具
を提供する。
　請求項２記載の発明は、前記検査用治具は、前記電圧クランプ部と前記保持体が配置さ
れる土台部を有することを特徴とする請求項１記載の検査用治具ることを特徴とする請求
項１記載の検査用治具を提供する。
　請求項３記載の発明は、前記電圧クランプ部は、定電圧ダイオードであることを特徴と
する請求項１又は２に記載の検査用治具を提供する。
　これらの発明を提供することによって、上記課題を悉く解決する。
 
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の発明によれば、電子部品を含んだ配線の一端と他端とに夫々接触する接
触子間を所定電圧に制御する電圧クランプ部が設けられるので、電子部品に印加される検
査電圧を一定にすることができる。このため、電子部品に対して必要以上の電圧が印加さ
れることがないため、電子部品が破壊されることがない。また、このような電子部品を過
電圧による破壊を予防するための電圧クランプ部が検査用治具に設けられるため、基板検
査装置から供給される検査信号が電子部品にとって過電圧となる検査信号であっても、電
子部品が破壊されることがなく、電圧クランプ部が所定の接触子と接続する配線部間で接
続されているため、検査用治具を容易に製造することができる。
　請求項２記載の発明によれば、土台部によって検査用治具の強度を保つことができる。
　請求項３記載の発明によれば、電圧クランプ部が定電圧ダイオードであるため、簡便に
検査用治具を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る検査用治具の一実施形態の概略の構成を示す側面図である
【図２】本発明の検査用治具の構成を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を実施するための最良の形態を説明する。
　図１は、本発明に係る検査用治具１の一実施形態の概略の構成を示す側面図である。図
１では、図面の簡略化の為に三本の接触子２を示しているが、これらは三本に限られず、
検査対象に設定される検査点に応じて本数が決定される。
　検査用治具１は、複数の接触子２と、これら複数の接触子２を保持する保持体３と、複
数の電極部４１を有する電極体４と、電極体４を支持する支柱部５と、電極部４１から延
設されて基板検査装置（図示せず）と電極部４１を電気的に接続する配線部６と、複数の
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接触子２や保持体３や接続体４や支柱部５などの土台となる土台部７と、基板検査装置と
導線部６を接続する接続体８を有してなる。
【００１２】
　接触子２は、一端が検査対象物の基板上に設定される所定の検査点と当接して導通接続
され、他端が後述する電極部４１に当接して導通接続される。この接触子２は、所定の長
さを有する細長い棒状形状を有している。
　接触子２は、可撓性を有する導電性を有する素材にて形成されている。接触子２は、両
端部を除く全周に亘って絶縁被覆が形成され、絶縁被膜による段差を利用して、保持体３
に装着されることになる。また、接触子２は可撓性を有しており、保持体３に装着される
際には、僅かに一定方向に湾曲して装着される。このように接触子２が湾曲して装着され
ることによって、復元力により、電極部４１と検査点に押圧する押圧力が生じることにな
る。
【００１３】
　この接触子２の具体的な素材としては、例えば、タングステン、ベリリウム銅やニッケ
ル若しくはそれらの合金などを用いることができる。また、絶縁被覆の素材として、ウレ
タンやフッ素化樹脂（ポリプロピレン（polypropylene）やポリテトラフルオロエチレン
（PTFE））などを用いることができる。
　接触子２の検査点に当接する先端の形状は、鋭形状に形成されるが、特に限定されるも
のではなく、例えば、平坦形状、王冠形状、円錐形状や円筒形状に形成することができる
。
【００１４】
　保持体３は、複数の接触子２の一方端を夫々の所定の検査点に案内し、他方端を夫々の
所定の電極部４１へ案内する。保持体３は、図１で示される如く、所定空間を有して配置
される電極側板部３１と検査側板部３２の二つの部材により形成することができる。なお
、この電極側板部３１と検査側板部３２の間の空間は、接触子２が湾曲する空間となる。
【００１５】
　電極側板部３１は、絶縁素材から形成されており、接触子２の他方端を電極部４１へ案
内するための案内孔（図示せず）が形成されている。電極側板部３１は、一枚又は複数枚
の板状部材から形成することができる。電極側板部３１は、後述する電極体４と当接して
配置される。このように配置されることによって、接触子２の他方端を電極部４１へ案内
し易くしている。
【００１６】
　検査側板部３２は、絶縁素材から形成されており、接触子２の一方端を検査点へ案内す
るための案内孔（図示せず）が形成されている。検査側板部３２は、一枚又は複数枚の板
状部材から形成することができる。検査側板部３２の案内孔からは、接触子２が突出して
いる状態となる。このような状態になることにより、基板の検査点と接触子２の先端が当
接することができる。
【００１７】
　電極側板部３１と検査側板部３２は、上記の如き空間を形成するために、所定数の支柱
３３により支持される。この支柱３３の長さによって、接触子２が湾曲する空間が形成さ
れることになる。
【００１８】
　電極体４は、複数の接触子２の他方端と夫々導通接触する複数の電極部と、これら電極
部を保持する絶縁素材から形成される電極保持部を有している。電極部は、電極体４の表
面の所定の位置に配置されるように形成され、電極体４の裏面から後述する配線部６と接
続されている。
　電極部は、電極体４の表面にて、接触子２の外径と同じか僅かに大きい径を有する円形
になるよう形成される。電極部の表面は、金めっきされることが好ましい。電極部の一端
は、上記の如き接触子２と当接する部位となり、他端は配線部６と接続されることになる
。
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　尚、導線部６は土台部７の裏側面から突出するように配置される接続体８の接続部（図
示せず）に接続されており、接続体８が裏面側に配置され、基板検査装置と電気的に接続
することができるように配置されている。
【００１９】
　電極保持部は、電極部を保持するための絶縁素材にて板形状に形成されており、この電
極保持部には電極部を保持するための貫通孔（図示せず）が形成されている。
【００２０】
　配線部６は、一端側が複数の電極部と電気的に接続されるとともに、後端が後述する接
続部と電気的に接続される。この配線部６は、絶縁被覆された銅（Cu）の線材等の所謂導
線を採用することができる。
　なお、電極部と配線部６は、一体形成することができる。例えば、所定の長さを有する
導線を準備する。電極保持部に形成される貫通孔に、この導線を貫通配置させる。次いで
、電極保持部の表面と導線が面一となるように、導線を切断する。電極保持部の表面には
、導線の切断面が形成され、この切断面を電極部として利用することができる。このよう
に形成することで、電極部と配線部６を一体的に形成することができる。なお、この導線
の切断面に金めっきを行うことになる。
【００２１】
　支柱部５は、電極体４（及び保持体３と接触子２）を支持する（図１参照）。この図１
の実施形態では、電極体４の四隅に夫々支柱部５が形成され、電極体４を支える構造を有
している。
　尚、支柱部５の長さは、検査用治具１の高さを調整することになるが、その高さは検査
装置の大きさに応じて適宜変更される。
【００２２】
　土台部７は、複数の接触子２や保持体３や接続体４や支柱部５などの土台として形成さ
れる。この土台部７は基板検査装置に応じてその形状や寸法が決定されるが、例えば、板
形状に形成される。この土台部７が、基板検査装置に装着するためのガイドの役割を果た
すととともに、検査用治具１の強度を保つことになる。
【００２３】
　接続体８は、導線部６の他端に接続されるとともに、基板検査装置と電気的に接続する
ことを可能にする。この接続体８は、土台部７の裏面側（電極体４、保持体３や接触子２
が設けられる側と反対側）に設けられている。この接続体８は、夫々の配線部６と接続さ
れる接続部を複数備えてなり、これら夫々の接続部が、基板検査装置と接続されることに
なる。
　この接続部として、裏面側に突出する雄型のピン構造や雌型のコネクタ構造を採用する
ことができる。この接続部の構造は、基板検査装置側の接続端子の構造に応じて決定され
ることになる。
【００２４】
　電圧クランプ部９は、電子部品を含む配線の一端が検査点と設定される接触子２と、配
線の他端が検査点と設定される接触子２とに印加される検査時の電圧が、所定の電圧とな
るように調整する。この電圧クランプ部９は、電子部品を含む配線の両端に印加される検
査電圧が、電子部品の耐電圧を超えないように設定される。
【００２５】
　この電圧クランプ部９は、電子部品を含む配線の一端が検査点として設定される接触子
２と電気的に接続される配線部６と、電子部品を含む配線の他端の検査点として設定され
る接触子２と電気的に接続される配線部６とが電気的に接続される。このように電圧クラ
ンプ部９が所定の配線部６同士を接続することによって、電圧クランプ部９を容易に検査
用治具１に備え付けることができる。
【００２６】
　電圧クランプ部９は、上記の如き機能を有していれば特に限定されるものではないが、
例えば、定電圧ダイオードを用いることができる。この定電圧ダイオードを用いることに



(6) JP 5986397 B2 2016.9.6

10

20

30

40

よって、簡便に製造することができる。
【００２７】
　次に、配線部６間を電気的接続する電圧クランプ部９の設定される方法について説明す
る。図２は、電圧クランプ部９が用いられる状態を示す概略図である。なお、図２での基
板は、基板に形成される配線の状態を理解するために、基板の断面を示している。図２で
示される基板ＣＢは、本発明の解説のために示されたものであり、このような基板ＣＢは
一実施形態に過ぎない。この検査対象となる基板ＣＢには、検査対象となる配線が6本形
成されている。この6本の検査対象の配線ｗには、基板ＣＢの表面ＣＢｆから裏面ＣＢｒ
へ接続するように形成される配線ｗ１と、配線ｗ５と配線ｗ６があり、基板ＣＢの表面Ｃ
Ｂｆから表面ＣＢｆへ接続するように形成される配線ｗ２、配線ｗ３と配線ｗ４がある。
また、配線ｗ３と配線ｗ４は、電子部品ｅｄ１と電子部品ｅｄ２を含んでいる。
【００２８】
　検査用治具１は、基板ＣＢの表面ＣＢｆに当接する治具と裏面ＣＢｒに当接する治具と
二つ作成することができるが、図２では基板ＣＢの表面ＣＢｆ用の治具を模式的に示して
いる。また、説明の都合上、夫々のラインにａ乃至ｉの符号を付けて説明する。例えば、
配線ｗ１を検査するための検査点を検査点ａ、配線ｗ２を検査するための検査点を検査点
ｂと検査点ｅ、配線ｗ３を検査するための検査点を検査点ｃと検査点ｄとする。また、検
査点ａに当接する接触子を接触子２ａとし、接触子２ａと当接する電極部を電極部４１ａ
とする。また、電極部４１ａは配線部６ａと接続されており、配線部６ａは接続部８ａと
接続されている。
【００２９】
　この基板ＣＢを検査する場合には、配線ｗを検査するために設定される検査点に接触子
２が夫々配置される。次に、配線ｗ３と配線ｗ４には、電子部品ｅｄ１と電子部品ｅｄ２
が夫々配置されており、基板検査装置からの検査電圧が過電圧の場合には、電子部品ｅｄ
１と電子部品ｅｄ２が破壊されることになる。このため、配線ｗ３の検査点ｃに接続され
る接触子２ｃと、配線ｗ３の検査点ｄに接続される接触子２ｄとには、電子部品ｅｄ１の
定格電圧を考慮した検査電圧が印加されるよう設定される。具体的には、接触子２ｃと接
続される配線部６ｃと接触子２ｄと接続される配線部６ｄとの間に電圧クランプ部９１が
接続される。
【００３０】
　この電圧クランプ部９１は、定電圧ダイオードを用いることでき、この検査点間（検査
点ｃと検査点ｄ）に所定電圧以上が印加されないように、定電圧ダイオードの一端と配線
部６ｃが接続され、定電圧ダイオードの他端と配線部６ｄが接続されることになる。
【００３１】
　また、電子部品ｅｄ２も、電子部品ｅｄ１と同様に、検査点ｇと検査点ｈとの間に過電
圧が印加されないように、電圧クランプ部９２が接続される。この電圧クランプ部９２は
、配線部６ｇと配線部６ｈと接続される。具体的には、定電圧ダイオードの一端と配線部
６ｇが接続され、定電圧ダイオードの他端と配線部６ｈが接続されることになる。
【００３２】
　検査用治具は、基板ＣＢに合わせて製造されるものであるため、検査用治具に電圧クラ
ンプ部を設けることによって、その基板に内蔵される電子部品に応じた過電圧防止（保護
回路）手段を設けることができることになり、基板を検査中の過電圧破壊から保護するこ
とができる。
　以上が本発明の検査用治具の説明である。
【符号の説明】
【００３３】
１・・・検査用治具　　２・・・接触子　　３・・・保持体　　４・・・電極体　　６・
・・配線部　　８・・・接続体　　９・・・電圧クランプ部
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